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は
ま
る
方
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準
日
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平
成
28
年
1
月

1
日
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時
点
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座
間
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に
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民
登
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が
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平
成
28
年
度
の
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税
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課
税
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税
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れ
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間
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役
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祉
長
寿

課
臨
時
福
祉
給
付
金
担
当
宛

　

平
成
27
年
8
月
1
日
〜
平
成

28
年
7
月
31
日
に
、
世
帯
合
算

で
医
療
保
険
と
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
用
の
合
計
が
、
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超

過
し
た
額
を
支
給
し
ま
す
（
高

額
療
養
費
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
給
付
分
を
除
く
）
。
自
己

負
担
限
度
額
の
超
過
分
は
、
下

図
「
合
算
対
象
額
」
の
合
算
対

象
額
A
・
B
の
合
計
が
下
表「
自

己
負
担
限
度
額
」
の
基
準
額
を

超
え
た
分
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
者

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
対

象
と
な
る
方
に
は
2
月
中
旬
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

で
対
象
と
な
る
方
に
は
3
〜
7

月
に
申
請
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

会
社
な
ど
の
保
険
加
入
者

　

会
社
な
ど
の
医
療
保
険
（
被

用
者
保
険
）
に
加
入
す
る
対
象

者
は
、
各
医
療
保
険
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
自
己
負
担
額
証

明
書
が
必
要
な
方
は
、
介
護
保

険
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

引
っ
越
し
や
医
療
保
険
な
ど
の

変
更
を
し
た
方

　

平
成
27
年
8
月
1
日
〜
平
成

28
年
7
月
31
日
に
、
転
入
し
た

方
や
医
療
・
介
護
保
険
が
変
わ

っ
た
方
は
、
申
請
案
内
が
届
か

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

医
療
・
介
護
保
険
を
変
更
し

た
対
象
者
は
、
加
入
し
て
い
た

保
険
者
か
ら
自
己
負
担
額
証
明

書
を
入
手
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
時
の
持
ち
物

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

号
）
の
分
か
る
も
の
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番

号
カ
ー
ド
）
な
ど
）
、
健
康

保
険
被
保
険
者
証
、
介
護
保

険
被
保
険
者
証
、
印
（
朱
肉

を
使
う
も
の
）
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
代
理
人

が
申
請
す
る
場
合
は
、
代
理

人
の
写
真
付
き
身
分
証
明
書

（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
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」
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て※
申
請
書
に
同
封
す
る
返
信

用
封
筒
を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。

窓
口
の
場
合

○
受
付
時
間　

午
前
9
時
〜
午

後
5
時

○
受
付
場
所　

市
役
所
3
階
3

−

2
会
議
室

※
出
張
所
な
ど
で
は
受
け
付

け
ま
せ
ん
。

　
申
請
の
流
れ

1
申
請
書
の
取
得

　

給
付
金
の
受
給
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る

方
に
は
、
郵
送
で
申
請
書
が
届

き
ま
す
。

2
申
請
書
を
記
入

　

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
押

印
し
必
要
に
応
じ
て
確
認
書
類

を
用
意
す
る
。

3
申
請
書
の
提
出

　

申
請
期
間
内
に
申
請
書
に
同

封
さ
れ
た
返
信
用
封
筒
を
利
用

し
郵
送
ま
た
は
直
接
担
当
へ
。

4
給
付
金
の
受
給

　

審
査
後
、
受
給
資
格
を
満
た

し
た
方
は
、
指
定
口
座
に
給
付

金
が
入
金
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
の
注
意
点

・
市
民
税
の
課
税
状
況
が
判
断

で
き
な
い
方
に
は
、
申
請
書
を

郵
送
で
き
ま
せ
ん
。

・
受
給
は
原
則
、
口
座
振
込
と

な
り
ま
す
。
申
請
の
受
け
付
け

か
ら
約
2
カ
月
で
振
り
込
ま
れ

ま
す
。

・
申
請
は
、
基
準
日
に
住
民
登

録
し
て
い
た
市
区
町
村
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
を

　

市
で
は
、
給
付
金
の
支

給
に
関
し
て
、
現
金
自
動

預
払
機
（
A
T
M
）
を
操

作
さ
せ
た
り
、
手
数
料
の

支
払
い
を
求
め
た
り
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
な

い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
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介
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７０歳以上の方
所得区分 基準額

現役並み所得者、上位所得者  ６7万円

一般所得者（住民税課税世帯）  5６万円

世帯全員が住民税非課税世帯  31万円

世帯全員が住民税非課税世帯で、各世帯員の所
得が 0 円の方（年金収入は控除額を80万円とし
て計算）

 19万円

自己負担額合計

医療で支払った
自己負担額

介護で支払った
自己負担額

高額療養費給付済額 高額介護サービス費
給付済額

合算
対象額A

合算
対象額B

　

市
で
は
、
消
費
税
率
引
き
上

げ
に
関
す
る
影
響
を
考
慮
し
、

3
月
1
日
（
水
）
か
ら
臨
時
福

祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
の

申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

　

な
お
、
対
象
と
思
わ
れ
る
方

に
は
、
2
月
下
旬
か
ら
申
請
書

を
発
送
し
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
先

　

座
間
市
臨
時
福
祉
給
付

金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　
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₀
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５
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７
₀

　

○
受
付
時
間　

午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
曜
・
日
曜
日
、祝
・

休
日
を
除
く
）

○
申
請
期
間　

3
月
1
日（
水
）

〜
6
月
1
日
（
木
）

○
対
　
象　

次
の
全
て
に
当
て

表　自己負担限度額

図　合算対象額

７０歳未満の方
所得区分 基準額

被用者保険 標準報酬月額83万円以上
212万円

国民健康保険 901万円超

被用者保険 標準報酬月額53万円～79万円
141万円

国民健康保険 ６00万円超901万円以下

被用者保険 標準報酬月額28万円～50万円
 ６7万円

国民健康保険 210万円超６00万円以下

被用者保険 標準報酬月額2６万円以下
 ６0万円

国民健康保険 210万円以下

住民税非課税世帯  34万円

　毎年 5月の最終水曜日に開催する住民総
参加型スポーツイベント「チャレンジデー」
において、運動する方を増やすことを目的
としたイベントを募集します。
○と　き　 5 月31日（水）午後 1時～ 3時・

3時～ 5時・ 7時～ 9時（いずれも準備・
片付け時間を含む）
○ところ　スカイアリーナ座間（市民体育

館）大体育室
　※原則 3分の 1面ですが、スペースにつ

いては応相談。
○対　象　以下の催しを開催できる団体ま

たは個人
　・一般の方が参加可
　・催しの参加費が無料
　・会場内で開催可
○募集件数　 3 件程度（多数抽選）
○参加費　無料
○申込方法　市役所 2階スポーツ課で配布

する申込用紙（市ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入し、 2月
28日（火）までに〒252−85６６座間市役所
スポーツ課宛てに郵送、ファクスまたは
直接担当へ

担当� スポーツ課
� ☎04６（252）8177　504６（255）3550

スカイアリーナ座間
イベント募集

座間市チャレンジデー2017


